
大山町職員の状況

　　平成２４年度の大山町職員の給与状況、人事行政の運営などの状況を公表します。

1 職員の任免に関する状況
（１）職員数の状況(平成２４年4月1日）

職員数 223 人

（２）　職員採用の状況（H24.4.1～H25.3.31）

一般行政職(事務)　２人

（３）　職員の退職の状況（H24.4.1～H25.3.31）

1 人

7 人

3 人

11 人

2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

■職員給与費の状況（平成24年度普通会計決算の数値）

　　　　　　　

(注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。

(注）2　職員数は、平成２４年４月１日現在の人数です。

■平成24年度の給与減額の状況

・給与減額措置

町長 20％、副町長 10％、教育長 9％  （平成21年7月1日～平成25年3月31日）

一般職 3％ (平成24年10月1日～平成26年3月31日）

（１）職員の給与の状況

千円 千円 　　　　　千円

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

千円 千円

1,062,696 5,31324 200 711,224 95,873 255,599

年度

勧奨退職

普通退職

計

区　　分

人

定年退職

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　計　　Ｂ 給与費 B/A

※給与の減額は、これにより生ずる財源を合併に係る財政支援終了以後においても、健全で永続的な財政運営を図るこ
とを目的として行っています。



■ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

　　　①一般行政職

歳 円 円 円
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歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額

■職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

大山町 42.6 314,849 366,393 339,533

鳥取県 42.4 317,813 392,199 344,015

国 42.8
 304,944

 （329,917）
―

372,906
（401,789）

類似団体 43.3 318,301 357,800 342,689

区分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

(国ベース）

大山町 47.1 17 329,182 356,606 336,841

鳥取県 48.5 198 299,427 344,976 314,390

国 49.7 3,479
270,465

（285,030）
―

307,506
（323,181）

類似団体 48.6 14 286,355 308,783 299,154

（注）１　「平均給料月額」とは、平成24年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を
　　　　　合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれてい
　　　　　ないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

   ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」括弧書きは、給与改定特例法による措置が
　　　ないとした場合の値（減額前）である。
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■職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

■職員の勤務時間その他の勤務条件

（２）　年次有給休暇の取得状況（H23.1.1～H23.12.31）（勤務条件に関する調査）

日 日 142 人 日

（３）　育児休業の状況（H24.4.1～H25.3.31）

0 人 2 人
0 人 8 人

3 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（H24.4.1～H25.3.31） （単位：人）

（２）懲戒処分者数（H24.4.1～H25.3.31） （単位：人）

4 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（１）研修の状況（H24.4.1～H25.3.31）

（2）勤務成績の評価の状況
職員の勤務状況の考課を実施し、12月期の勤勉手当に反映させています。

鳥取県職員人材開発センター

降給 計

庁
内
研
修

事務ミス防止研修 全職員

人事考課研修 全職員

8:30 17:15 12:00 ～ 13：00 廃止

(注)　１　対象職員数とは、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの全期間を在職した一般職員をいいます。
　　 　２　総付与日数とは、平成24年1月1日現在において対象職員に付与された日数（前年からの繰越分を含
          む。）を 合計したものをいいます。

（１）　職員の勤務時間
１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

区　　　　　分 大山町 鳥取県 国

4,763 1,873 13.2 39.3%

休息時間
１週間当たり38時間45分

172,200 172,900 163,987(172,200)

高　校　卒 140,100 139,700 133,418(140,100)

135,600 135,400

一般行政職 大　学　卒

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 取得率

技能労務職 高　校　卒

女性
新たに育児休業を取得した者
前年度から引き続いている者

降任 免職 休職

男性

心身の故障の場合 0 0 3 0 3

戒告 減給 停職 免職 計 訓告等

職務上の義務に違反した場合 1 1 0 0 2 1

研修名 参加者数

市町村アカデミー及び国際文化研修所 8人

57人

契約・補助金・財務研修 110人

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ研修 108人

暴力団不当行為責任者講習 83人

男女共同参画研修 全職員

管理職研修～職場の改革とモチベーション活用 管理職

課長補佐級によるプロジェクトチーム 課長補佐



5 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　健康診断の状況（H24.4.1～H25.3.31）
①定期健康診断 58 名
②人間ドック 160 名

（２）職員の福利厚生事業(平成24年度）
    職員の福利厚生に関しては、年金制度及び健康保険制度については鳥取県市町村職員共済組合で行っています。
    又、その他の福利厚生事業は、財団法人鳥取県市町村職員互助会と大山町役場職員互助会で行っています。

　　①　（財）鳥取県市町村職員互助会について

　　 (ア）　負担率

　　（イ）　　平成24年度大山町負担金決算額　660千円（職員一人当たり2,946円）

　　（ウ）　事業内容

 ②　大山町職員互助会について

　　(ア）　負担率

※平成24年度から町負担金なし

　　（イ）　事業内容

（３）職員の利益の保護(平成24年度）

勤務条件の措置　　　　　　0件
不服申立　　 　　　　　　　　0件

職員掛金
（対給料月額）

町負担金
（対給料月額）

負担割合
（職員:町）

負担割合
（職員:町）

給付事業
入院見舞金・出産祝金・結婚祝金・弔慰金・入学（就職）祝金・災
害見舞金・退会せん別金

平成24年度 0.625／1,000 0.625／1,000 １　：　１

その他 団体研修旅費助成

平成24年度 2/1，０００
（総額　1,920千円）

なし

福祉事業
宿泊保養施設利用助成・リフレッシュ施設利用助成・生活習慣病
予防支援事業・インフルエンザ予防接種助成・シルバードック・団
体旅行あっ旋・健康ウォーク

職員掛金
（対給料月額）

町負担金

職員は勤務条件について適切に措置がとられるよう要求することや、懲戒その他意に反する不利益な処分を受け
たときは、公平委員会に申し立てをすることができます。

１　：　0

給付事業 入院見舞金・出産祝金・結婚祝金・弔慰金・退会記念金


